
提出された御意見に対する市の考え方 

 

該当頁 提出された御意見 市の考え方 

２０ 

「第２次新座市地球温暖化対策地域推進計画」第

３章３項では、ヒートアイランド現象発現の原因を

次のように説明しています。 

「新座市においては、地球温暖化とともに、ヒー

トアイランド現象がもたらす気温上昇が加わってい

ることが考えられます。ヒートアイランド現象は、

人工排熱の増加、地表面被覆の人工化、都市形態の

高密度化が主な原因となっています。」と述べていま

す。 

一方、「第４次新座市基本構想総合振興計画前期基

本計画（見直し）」では、「国道２５４号沿道の市街

化調整区域では、交通利便性の高さから産業系土地

利用の動向を把握し、適切な用途地域の指定、変更

に応じた都市計画の見直しを図るとともに、土地区

画整理事業や地区計画制度を活用し、計画的な市街

地形成を図ります。」という計画案を示しています。 

したがって、この計画案が実施されますと、「人工

排熱の増加」、「地表面被覆の人工化」、「都市形態の

高密度化」が現状より拡大され、「ヒートアイランド

現象」の発現に拍車をかけることになるのではない

でしょうか？ 

本市は、第４次新座市基本構想総合振興計画にお

いて、誰もが住みやすいと感じ、愛着を持って住み

続けたいと願う「理想のまち」を、「田舎（自然環境

に恵まれた人情味あふれるまち）」の心地よさと「都

会（都市機能が充実した活気あふれるまち）」の便利

さを兼ね備えたまちと定義し、この「理想のまち」

づくりの実現に向けた施策を推進しております。 

現在、市街化調整区域は、市街化区域に比べ、多

くの雑木林や畑が残されている一方で、農地が資材

置場や廃棄物等の保管場所、駐車場に転用されるな

ど、無秩序な開発が行われ、自然環境が失われてい

る状況も見受けられます。 

そこで、本市といたしましては、農地を生産緑地

地区に指定し、緑地を市民憩いの森として整備する

など自然環境と調和した計画的な市街化形成を進め

ることにより、ヒートアイランド現象による気温上

昇を抑止してまいりたいと考えております。 

計画につきましては、素案のとおりとさせていた

だきます。 

 

２３ 

～  

 市民一人当たりの温室効果ガス排出量は、平成２

４年度の目標達成見込みとありますが、これは産業

部門の削減が功を奏している結果であり、民生部

門・運輸部門はそれぞれ、７８．３千トン（３８％）・

２６．４千トン（１６％）増加しています。 

 これら部門に関して、本計画の主要な取組は前計

画を踏襲しており、目標達成のためには格段の努力

が必要と思われます。 

 御意見のとおり、民生部門・運輸部門の温室効果

ガス排出量は増加しており、都心に近く、人口や世

帯数が増加しつつある本市においては、特に民生部

門のうち家庭における温室効果ガスが増加している

ことは認識しております。 

 これを踏まえ、家庭における温室効果ガス排出量

の削減に向け、第５章において市民が取り組むべき

主なものを記載しており、これらの取組を推進して

まいります。 

 計画につきましては、素案のとおりとさせていた

だきます。 



提出された御意見に対する市の考え方 

 

該当頁 提出された御意見 市の考え方 

３６ 

【原文】電気自動車やハイブリッド自動車などの低

公害車・低燃費車 

【変更案】次世代自動車 

 

 電気自動車やハイブリッド自動車などの低公害

車・低燃費車との表記では、市民の皆様に、誤解を

与える可能性があります。 

 是非とも次世代自動車と書き換えていただきたい

と思います。 

 次世代自動車は電気自動車やハイブリッド自動車

に限らず、政府は、平成２０年７月に閣議決定され

た「低炭素社会づくり行動計画」において、運輸部

門からの二酸化炭素削減のため、ハイブリッド自動

車・電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・

燃料電池自動車・クリーンディーゼル自動車・天然

ガス自動車等を「次世代自動車」と定め、２０２０

年までに新車の２台に１台の割合で導入する目標を

掲げています。 

 一般に認識されている代表的な例示をしたもので

あり、電気自動車とハイブリッド自動車に限定した

ものではありません。 

 計画につきましては、素案のとおりとさせていた

だきます。 

３８ 

【原文】家電製品などを購入する際は、省エネルギ

ー型のものを選択するよう努める。 

【変更案】家電製品・ガス機器などを購入する際は、

省エネルギー型のものを選択するよう努める。 

 

 生活に必要な機器は家電製品に限らず、ガス機器

も多数あります。高効率バーナー採用のガ

スコンロ、潜熱回収型給湯器、ガスエンジン 

コージェネ、燃料電池コージェネ等の環境負荷が少

なく、省エネ性に優れた製品が普及してきています。

したがって、ガス機器を追記していただきたいと思

います。 

 家庭では、家電製品以外にガス機器も多く使用さ

れておりますので、御意見を踏まえ、「家電製品など」

を「家電製品やガス機器など」と表記を変更します。 

３８ 

【原文】事業所や工場の新築、増改築に当たっては、

エネルギー効率の高い施設整備に努める。 

【変更案】事業所や工場の新築、増改築に当たって

は、エネルギー効率の高い施設整備（コージェネレ

ーション等）に努める等、温室効果ガス排出総量を

低減させる。 

 

 事業所や工場の新築、増改築に当たっては、

エネルギー効率の高い施設整備（コージョネ 

レーション等）に努める等、温室効果ガス排出総量

を低減させると追記していただきたいと思います。 

 エネルギー効率の高い施設整備には、照明のＬＥ

Ｄ化、建築物の断熱化、その他の事業用機械の高効

率化など様々な方策がありますので、個々の方策を

例示する考えはありません。 

 計画につきましては、素案のとおりとさせていた

だきます。 



提出された御意見に対する市の考え方 

 

該当頁 提出された御意見 市の考え方 

３８ 

 省エネルギー設備を設置した市民への補助制度に

ついては、平成２４年度と同等に継続していただき

たいと思います。（高効率給湯器の補助金） 

 また、先ほども述べたとおり、民生部門の温室効

果ガス排出量削減は必須であり、一歩踏み込んだ対

策が必要と考えます。是非とも、削減効果の大きい

燃料電池の大胆な導入促進策の検討をよろしくお願

いいたします。 

 既に太陽光発電システムや高効率給湯器など地球

温暖化の防止に資する機器に対する補助制度を設け

ており、今後とも継続していく考えです。 

 燃料電池の導入促進策については、今後の技術発

展や市場の動向などに注視し、検討課題とさせてい

ただきます。 

 計画につきましては、素案のとおりとさせていた

だきます。 

１１ 

・ 

１２ 

（１１頁～１２頁） 

 文章に付けられた資料がとても分かりにくいと思

います。年平均気温の上昇傾向は理解できますが、

あえて偏差を示す必要が分かりません。市民一人当

たりの温室効果ガス排出量の削減を呼び掛ける目的

ならば、もっと市民に親しみやすい内容にすべきで

しょう。 

 この資料は、過去１００年間における世界及び日

本における長期的な温度変化傾向を確認していただ

くためのものです。 

 年平均気温は、観測地点によって大きく異なるた

め、複数の観測地点の平均値であっても、世界全体

や日本全体の指標とみなすことができないことか

ら、年平均気温偏差が用いられているものですが、

その説明が不足しておりました。 

 計画につきましては、御意見を踏まえ、この資料

の説明を追加する修正を行います。 

 

２０ 

・ 

３１ 

～  

 ２０頁で、平均気温が昭和４６年からの４０年間

で約２℃上昇したとし、その理由が記してあります

が、当市とその周辺の都市化、それによる緑地率の

低下が平均気温の上昇に寄与しているということで

すね。 

 その上でみると、３１頁以降の「取組」には、余

りにも枝葉の内容が並べられていると思います。特

に、市の取組として緑地保全の姿勢を示さないこと

に疑問を感じます。緑地の創出が「緑のカーテン」

程度で良いのでしょうか？もっと積極的に「緑地の

回復」を明文化するべきです。 

 また、市民にも身近な緑地や樹木への関心を呼び

掛けるべきではないでしょうか？緑の基本計画など

と重複することがあっても良いと思います。 

 地球温暖化防止のため、緑地の保全等が必要であ

ると認識しており、本市においては、一定規模以上

の樹林その他の緑地の所有者と協定を締結し、市民

憩いの森として整備を進めるなど緑の保全に関する

施策を進めております。 

 計画につきましては、御意見を踏まえ、３２頁「エ

コライフの推進」において、緑地の保全に関する市

民・事業者・市のそれぞれの取組を追加する修正を

行います。 

 



提出された御意見に対する市の考え方 

 

該当頁 提出された御意見 市の考え方 

３６ 

市の取組に１２号線の延伸が挙げられています。

公共交通機関という意味はあるでしょうが、そのた

めの大掛かりな開発行為そのものが「温暖化対策」

に逆行するものと思います。 

本市は、第４次新座市基本構想総合振興計画にお

いて、誰もが住みやすいと感じ、愛着を持って住み

続けたいと願う「理想のまち」を、「田舎（自然環境

に恵まれた人情味あふれるまち）」の心地よさと「都

会（都市機能が充実した活気あふれるまち）」の便利

さを兼ね備えたまちと定義し、この「理想のまち」

づくりの実現に向けた施策を推進しております。 

現在、市街化調整区域は、市街化区域に比べ、多

くの雑木林や畑が残されている一方で、農地が資材

置場や廃棄物等の保管場所、駐車場に転用されるな

ど、無秩序な開発が行われ、自然環境が失われてい

る状況も見受けられます。 

そこで、本市といたしましては、農地を生産緑地

地区に指定し、緑地を市民憩いの森として整備する

など自然環境と調和した計画的な市街化形成を進め

ることにより、地球温暖化対策に取り組んでまいり

ます。 

 また、本市は、鉄道駅周辺部以外における公共交

通機関の利便性が低く、自動車の利用が多いことか

ら、温室効果ガスの排出につながっているものと考

えております。 

 都市高速鉄道１２号線の延伸に当たっては、秩序

ある開発を進めるものとし、延伸が実現すれば、公

共交通機関の利便性が向上し、自動車の利用が減少

することで、地球温暖化対策に大きく寄与するもの

であると考えています。 

 計画につきましては、素案のとおりとさせていた

だきます。 

 


